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み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
地
域
お
こ
し
協
力

隊
の
木
元
で
す
。
今
金
町
に
来
て
２
度
目
の
冬

と
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
は
例
年
に
比
べ
初
雪
が
遅
く
ウ
イ
ン

タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
方
や
雪

が
降
ら
な
い
と
仕
事
に
な
ら
な
い
方
々
は
、
と

て
も
や
き
も
き
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

今
回
は
、「
ピ
リ
カ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委

員
会
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。昨
年
、

札
幌
国
際
大
学
の
学
生
と
今
金
中
学
生
と
一
緒

に
、
美
利
河
地
区
の
課
題
解
決
方
策
を
提
案
し

た
「
今
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
１
７
」
で
す
が
、

そ
の
提
案
を
地
元
の
大
人
た
ち
で
形
に
し
て
い

こ
う
と
、「
ピ
リ
カ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員

会
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　

町
内
の
各
関
係
機
関
12
団
体
か
ら
委
員
を
選

出
い
た
だ
き
、
10
月
26
日
に
第
１
回
目
の
実
行

委
員
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
11
月
17

日
に
は
、
札
幌
国
際
大
学
の
学
生
13
名
が
来
町

し
、
ピ
リ
カ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
の
皆
さ

ん
と
意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

大
学
生
は
、
昨
年
提
案
を
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
先
進
事
例
の
調
査
や
、
現
地
の
視
察
等
の

研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
も
と
に
活
発
な
意

見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
に
向
け
て
実
現

可
能
か
ど
う
か
も
含
め
、
よ
り
具
体
的
に
な
っ

た
提
案
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
会
議
を
重
ね
な
が
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
実
現
に
向
け
た
協
議
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。

木
元
さ
ん
の
田
舎
暮
ら
し
「
出
会
い
と
発
見
」
日
誌

地
域
お
こ
し
協
力
隊
『
い
ま
か
ね
紀
行
』

～手口の例～
　・息子や孫からの「カバンなくした」「お金なくした」
　・町役場からの「ATMで還付金がある」
　・メールでの「サイト登録料金未払い」
　・サイト利用料の「コンビニでの電子マネー支払い」
　・ご自宅に届く「訴訟最終通告」

地
域
お
こ
し
協
力
隊　
　

木
元　

希

ほくとくん防犯メール
せたな警察署からのお知らせ

登録するだけで
　詐欺の手口がよく分かる

最新の詐欺の手口を紹介中！！

○左のＱＲコードを読み取り、せたな警察署を選択
○登録しておくだけで最新の特殊詐欺の手口を紹介
○特殊詐欺以外でも、せたな警察署管内で発生した不審者情報や防犯情報等を配信

詐欺被害

　防止するには

　　　防犯メール

【問合せ】せたな警察署　☎0137-84-6110

ピ
リ
カ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

　

11
月
３
日
、
４
日
の
２
日
間
で
開
催
さ
れ
た

「
Ｏ
Ｔ
Ａ
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
タ
」
に
檜
山
管
内

７
町
連
携
事
業
と
し
て
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

初
日
は
晴
れ
、
２
日
目
は
あ
い
に
く
の
雨
と
な

り
ま
し
た
が
約
31
万
人
の
方
が
来
場
し
、
大
変

賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
金
町
か
ら
は
、
い
も
も
ち
の
調
理
販
売
と

今
金
男
し
ゃ
く
の
詰
め
放
題
を
行
い
、
特
に
今

金
男
し
ゃ
く
の
詰
め
放
題
は
人
気
が
あ
り
、
開

始
２
時
間
ほ
ど
で
完
売
と
な
り
ま
し
た
。

　

ブ
ー
ス
の
他
に
も
ス
テ
ー
ジ
上
に
お
い
て
、

郷
土
芸
能
「
江
差
追
分
」
が
披
露
が
さ
れ
、
檜

山
の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
で
３
回
目
の
参
加
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
檜
山
の
認
知
度
が
高
ま
っ
て
、
年
々
ブ
ー

ス
へ
来
て
く
れ
る
方
が
増
え
て
い
る
と
感
じ
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
檜
山
、
そ
し
て
今
金
の
Ｐ

Ｒ
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｏ
Ｔ
Ａ
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
２
０
１
８
に
参
加
！

「ながら見守り」のご協力を！～手を休め 子どもへ向ける 目と心～
　子どもの登下校時間帯に、日常生活や事業活動をしながら、通学路を行く子どもたちを見守る活動です。
そして、子どもの後ろをつきまとう不審者や子どもに声をかけている不審者を見たときには警察に通報をし
てください。子どもが被害に遭う事件事故を発生させないためにも、地域の皆様方のご協力が必要です。



7

行

政

情

報

各

種

情

報

情
報
か
わ
ら
版

ま

ち

の

話

題

ま
ち
の
行
事
予
定

学
び
の
道
標
べ

今
月
の
特
集

報 か わ ら 版情

広報いまかね 2018年12月号

　　

林
業
の
仕
事
に
従
事
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
、
当
時
、
林
退
共
制
度

に
加
入
し
て
い
た
方
、
も
し
く
は

加
入
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
方

で
、
退
職
金
請
求
手
続
き
を
し
た

お
心
当
た
り
の
な
い
方
は
、
お
気

軽
に
最
寄
の
支
部
ま
た
は
本
部
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、林
退
共
事
業
本
部
で
は
、

被
共
済
者
の
方
に
確
実
に
退
職
金

を
受
け
取
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
等

を
目
的
と
し
て
、
現
況
調
査
、
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
調
査
に
も
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

独
立
行
政
法
人

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３
‐
６
７
３
１
‐
２
８
８
９

　

平
成
30
年
中
に
取
り
壊
し
た
家

屋
や
台
風
等
災
害
の
影
響
に
よ
り

倒
壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、
家

屋
滅
失
届
を
提
出
し
た
後
、
町
が

現
地
確
認
を
し
ま
す
の
で
、
取
り

壊
し
た
家
屋
が
あ
る
場
合
は
、
年

内
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。（
固

定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。）

　

な
お
、
函
館
地
方
法
務
局
八
雲

支
局
に
滅
失
登
記
済
み
の
方
は
連

絡
不
要
と
な
り
ま
す
。

役
場
税
務
住
民
課
課
税
収
納
グ
ル
ー
プ

☎
８
２
‐
０
１
１
１

　

冬
季
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
時
に

お
い
て
は
、
不
注
意
に
よ
る
人
身
事

故
や
天
候
の
急
変
に
よ
る
海
難
、
暖

房
器
具
等
に
よ
る
火
災
発
生
が
増
加

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
漁
業

者
の
方
々
は
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
、
操
業
を
安
全
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
作
業
時
に
は
、
揚
網
機
に
カ
ッ
パ

等
の
着
衣
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
袖
口
を
締
め
付
け
、
ま
た
、

ロ
ー
プ
の
中
に
足
を
入
れ
な
い
よ
う

身
の
回
り
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
海
中
転
落
し
た
場
合
、
ラ
イ
フ
ジ

ャ
ケ
ッ
ト
を
適
切
に
着
用
し
て
い
れ

ば
、
救
助
さ
れ
る
可
能
性
が
格
段
に

高
ま
り
ま
す
。
大
切
な
命
を
守
る
た

め
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
適
切
に

常
時
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
暖
房
器
具
等
の
近
く
に
、
燃
え
や

す
い
も
の
は
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

・
海
上
で
は
天
候
が
急
変
す
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
最
新
の
気
象
情
報
を
入

手
し
、
天
候
の
悪
化
が
予
想
さ
れ
る
と

き
は
、
操
業
を
早
め
に
切
り
上
げ
る
等
、

無
理
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

瀬
棚
海
上
保
安
署

☎
０
１
３
７
‐
８
７
‐
２
６
３
４

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご

利
用
い
た
だ
く
メ
リ
ッ
ト
に
は
次

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
自
宅
か
ら
ネ
ッ
ト
で
申
告
～
国

税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告
等

の
デ
ー
タ
の
作
成
が
で
き
ま
す
。

・
添
付
書
類
の
提
出
省
略
～
源
泉

徴
収
票
等
は
書
類
の
提
出
ま
た
は

提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

・
還
付
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
～
還
付

申
告
は
３
週
間
程
度
で
処
理
し
て

い
ま
す
。
還
付
期
間
中
は
24
時
間

利
用
可
能
。

八
雲
税
務
署

☎
０
１
３
７-

６
３-

２
１
４
８

12
2018
December

ストップ！消費者問題

・せたな警察署今金交番
☎82-0435

・役場まちづくり推進課
☎82-0111

問合せ

　「あなたの俳句は素晴らしい。新

聞に掲載しないか」と電話で勧誘

され、有頂天になり承諾した。掲載

料は、２万円と聞いていたが、確認

すると 24 万円だった。高額なので

断っても、「キャンセルは出来な

い」と強く言われ、仕方なく契約し

た。新聞にも掲載されてしまった。

「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵

画」「写真」等で同様の手口が発生

しています。褒められて嬉しい気

持ちに付け込まれ、つい承諾して

しまいがちですが、一度限りのつ

もりが次々に勧誘されるケースも

あります。

　執ように勧誘される場合は、あ

いまいな断り方をせず、きっぱり

断りましょう。

　もし、このような電話がきたら

相手にせず、電話を切り、役場や交

番に連絡してください。

　今金町は引き続き消費者行政の

維持強化に努めてまいります。

問
合
せ

問
合
せ

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て

林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退

共
）
の
退
職
金
請
求
に
つ
い
て

冬
季
に
お
け
る
漁
船
操
業
時
の

注
意
点

法テラス八雲通信

消滅時効について

■どんな制度？
　消滅時効とは、一定期間行使されなかった
権利は、消滅してしまうという制度です。法
律関係の安定を図るために、このような制度
が存在すると言われています。何十年も前の
権利を、ある日突然行使されたら、びっくり
してしまいますよね。借金の問題でよく登場
する制度です。
■借金は何年で消滅するの？
　借金は、原則は10年で消滅し、例外的に消
費者金融等からの借金である場合は５年間で
消滅します。消費者金融等の貸付については、
民法ではなく商人などのプロを対象にする商
法が適用されるため、例外的に短くなってい
ます。消滅時効の期間については、さらに例
外があるのですが、割愛いたします。
■５年たちさえすればいいの？
　５年あるいは10年たてばいいというもので
はありません。時効の中断という、時効の期
間がリセットされてしまう制度が存在しま
す。裁判を起こされたり、差し押さえをされ
たりすると、時効の期間がリセットされてし
まいます。単に口頭や郵便で払ってと請求さ
れても、時効はリセットされません（時効の

完成は６カ月猶予されます）。また、債務の
存在を承認する、すなわち「払って」という
請求に対して、「払います」と回答したり、
実際に一部でも弁済すると、時効期間はリ
セットされます。「じゃあ、請求されても無
視し続ければ、借金がなくなるのか」という
と、必ずしもそういうわけでもなく、前述の
とおり債権者としては裁判や差押えを行うと
いうことになります。
■中断もなく５年たったらどうすればいいの？
　消滅時効の恩恵を受けるためには、「援用」、
すなわち権利が消滅したとの主張をする必要
があります。これをせずに債務の存在を認め
たり、一部の支払を行うと、消滅時効の恩恵
を受けられなくなります。
■当事務所では、今回紹介した各制度や手
続に関する相談をはじめ各種法律相談を受け
付けています。一定の資力要件を満たす方は、
３回まで無料の法律相談をすることもできま
す。少しでも気になることがございましたら、
お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所（050
‐3383‐8366）」まで相談予約のお電話をお
寄せください。

法テラス八雲法律事務所 弁護士　坪井　清隆
　☎050－3383－8366 

問
合
せ

問
合
せ

国
税
庁
　
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を

ご
利
用
い
た
だ
く
メ
リ
ッ
ト


